
 

 

 

 

 

 

「中小企業信用保険法等の一部改正法案」が閣議決定 
経済産業省は本年３月１０日、「中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の

一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第２１１回通常国会に提出された

と発表しました。地域を支える中小企業のコロナ禍からの立直り（再生・再チャレンジ支援）や

アフターコロナでの成長（積極的な投資促進）に向け、１）経営者保証改革、２）商工中金の業務

範囲見直しによる再生支援等の強化を進め、併せて、コロナのような危機時の資金繰り支援

の更なる円滑化（危機関連保証の要件緩和、商工中金による利用を認めない）を図るとしてい

ます。 

まず、信用保険制度における経営者保証改革等（中小企業信用保険法）は、経営者保証に依

存しない融資慣行の確立加速のため、無担保保険等において、法人から代表者への貸付け等

がない、財務諸表を提出していること等を要件とした上で経営者保証を求めないこととする

としています。（経営者保証を徴求しない新規融資割合は、令和３年で保証協会が２９％、政府

系金融機関が４７％となっています）。 

次に、危機時における資金繰りの更なる円滑化のため、現在は融資の実行が条件の危機関

連保証について、指定期間中に認定申請が行われていれば利用できるよう要件が緩和されま

す。同保証は、通常の保証・セーフティネット保証（２．８億円）とは別枠（２．８億円）で債務の１

００％が保証されます。 

一方、中小企業のための商工中金改革は、コロナ禍からの立直りや事業転換支援が急がれ

る中、商工中金の事業再生等のノウハウを１日でも早く活用する観点から、「中小企業による

中小企業のための金融機関」との位置づけを更に明確化（民間金融機関とは異なり、住宅ロー

ンなどの個人向け融資を行わない独自のビジネスモデル）しつつ、「半官半民」の弊害を除去

して再生支援等において幅広く柔軟な支援を可能とする制度改正が行われます。 

また、商工中金の財務状況が大きく改善し、信用力が向上したため、意義が低下した政府保

有株式は全部売却します。この方針を法制化し、法案成立（公布日）から２年以内に業務範囲

の見直し・政府保有株式の全部売却等を含む改革が実施されます。議決権保有株主資格の対

象から政府が削除され、株主資格を中小企業組合及びその構成員に限定、中小企業関係団体

にも拡大されます。なお、政府保有株式全部売却後も、商工中金に危機対応業務を実施する

責務は課されます。同一の危機事象につき危機対応業務と危機関連保証が発動されている

場合、商工中金の危機関連保証の利用を認めないとしています（中小企業信用保険法）。また、

将来的な完全民営化の勘案要素として、特別準備金の状況を含む自己資本の状況、ビジネス

モデルの確立状況、危機対応業務の在り方等を勘案し、完全民営化の実施（商工中金法の廃

止等）が判断されます。 
 

＊詳細はこちらからご確認いただけます。 

「「中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案」が閣議決定さ

れました（経済産業省）」（2023 年 3 月 10 日）

https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230310001/20230310001.html 

（この資料は全部お読みいただいても６０秒です） 
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